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はじめに

　警視庁は平成14年第2回都議会定例会に「公衆に著しく迷惑をかける暴力

行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」を提出する【以下、現行

の同条例を「迷惑防止条例」といい、同改正案を単に「改正案」という】。
　これは、現行の規制に加えて、暴走族の組織名等の落書き行為の禁止（第5

条第4項）、ピンクビラ配布行為等の禁止（第7条の2）の新設、下着などの

撮影行為に係る罰則強化（第8条第2項）とともに、他人を困惑させる行為の

ほとんどを「つきまとい行為等」と総称して罰則付きで包括的に禁止する条項

（第5条の2、第8条第1項第3号）が盛り込まれている。

　この「つきまとい」等の禁止条項については、ストーカー行為等の規制等に

関する法律【以下「ストーカー規制法」という】が前例にあるが、それは規制

の対象を「恋愛感情」等を充足する目的の行為に限定して、労働組合運動・消

費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等が規制されないように配慮して

いた。これに対して、改正案では「職場、学校、地域社会等における関係、売

買、雇用、貸借等の契約関係又は交通事故等の不法行為関係」に起因する「悪

意の感情」等を充足する目的の行為に規制の対象を拡大している。また、規制

する行為も、ストーカー規制法が限定列挙してその濫用を防止しようとしたの

に対して、改正案では「困惑を覚えさせるような」事項を告げたり文書を送付

したり知りうる状態に置く行為等に拡大するなどして、労働組合運動・消費者

運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等に警察が介入して国民の基本的人権

を侵害することができるものとなっている。しかも、新設する第9条では、警

察が「被害」告知を受ければ、犯罪がないにもかかわらず、直ちに行動できる

権限を与えており、諸階層の言論・取材活動に対して、早期に警察が動ける仕

組みになっている。

　改正案第5条の2、罰則第8条第1項第3号、援助措置第9条は、労働組合

の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害し、同時

にストーカー規制法に違反するものであり、削除されるべきである。

　以下、詳論する。

1・ストーカー規制法は人権擁護のため規制行為の「目的」を限定した

　ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそ

れが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」当該特定の

者等に対してなされた、法文に列挙した一定の「つきまとい等」を規制するこ

と等により（同法2条）、「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を
防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として（同法

1条）、2000年5月24日に国会で成立し、同年11月24日から施行された。

　同法が規制する行為を「恋愛感情」等の充足目的の行為に限定したのは、被

害実態として警察庁の調査によれば異性に交際を求やたり離婚した後に復縁を

迫るなど恋愛感情等が原因で行なわれたつきまとい事案が全体の約88％とそ
の大半を占めており、国民に対する規制の範囲を最小限にして労働組合運動・

消費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等が規制されないようにするた

めである（第147回国会参議院地方行政・警察委員会会議録2・4・6頁、
檜垣重臣著「ストーカー規制法解説」11～12頁、滝川雄一著「知っておき
たいストーカー規制法」8頁、大谷實監修「わかりやすいストーカー規制法」

14～15頁参照）。

　これは、労働基本権の保障（憲法28条）、表現の自由・国民の知る権利の

保障（憲法21条）、営業活動の自由（憲法22条1項・29条1項）など、

憲法で保障された労働組合運動・消費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運

動等の正当な行為が’「ストーカー」の名の下に規制されることがないように、

国会の定める法律によって、規制される行為（その目的も含む）を限定したも

のにほかならない。

2．改正案では市民運動・労動運動・報道活動等に警察か介入しうる

（１）地域運動・労働運動などあらゆる社会的紛争を網羅している

　改正案は、「恋愛感情等に起因するつきまとい等以外のものであっても、一

定のつきまとい等について規制する必要がある」（「都民生活における迷惑行

為等対策懇談会」の報告書【以下「懇談会報告書」という】5頁）との考え方

により、特定の者に対する「職場・学校・地域社会等における関係」「売買・

雇用・貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因するねたみ・

うらみ「その他の悪意の感情」を充足する目的で、当該特定の者等を困惑させ

る行為を「つきまとい行為等」と総称して刑罰をもって禁止している。

　これによれば、「職場・学校・地域社会等における関係」が例示されている

ことから、「地域社会」において高層マンションや清掃工場や巨大な留置場の

建設や公害や基地被害に反対運動が起こっている場合など地域における様々な

市民運動が規制対象になりうる。

　また、「職場における関係」に加え「雇用等の契約関係」が例示されている

ことから、リストラ解雇や過労死をめぐる労働紛争など「雇用」に関する労働

連動が規制対象になりうる。さらに「売買・貸借等の契約関係」や「交通事故

等の不法行為関係」が例示されていることから、個別の権利行使だけでなく悪

徳商法や薬害の追及や消費者運動などが規制対象になりうる。

　そして、これら社会問題を精力的に取材しようとするマスコミやフリールポ

ライター等の取材活動・報道活動も除外されてないどころか規制対象となりう

るのである。

（2）ねたみ・うらみに限定されない

　改正案は、上記「地域社会等における関係」などに起因する「ねたみ、うら

み、その他の悪意の感情」を充足する目的の行為であることが規制の要件とさ

れている。これは「ねたみ・うらみ」など、一見個人的な感情に基づく私人間

のトラブルを問題とするかのような規定になっている。

　しかし、「その他の悪意の感情」という規定は漠然としており、上記の建設

反対運動や解雇撤回闘争や悪徳商法追及の活動や取材活動などが、社会的不正

に対する「怒り・抗議」などからなされても「その他の悪意の感情」充足目的

として、規制の対象とされることとなる。「抗議して謝罪を求める」行動も犯

罪視するのである。従って、「ねたみ、うらみ、その他の悪意の感情」という

規定は、上記あらゆる社会的紛争における市民運動・労働運動・報道活動等に

警察が介入することを防ぐことはできないのである。

（3）「特定の者」に法人・企業・団体を含めて解釈されるおそれかある

　改正案では、規制行為の相手方をストーカー規制法と同じ文言によって「特

定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生

活において密接な関係を有する者」として、一見個人（自然人）を前提とした

表現になっている。

　しかし、ストーカー規制法は「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発

生を防止」することを立法目的として、規制される行為の目的を「恋愛感情」

等の充足に限定しているから、その相手方も個人（自然人）に限定されるので

あるが、改正案には「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止」

するとの文言はなく、逆に、上記のとおり「売買・雇用・貸借等の契約関係」

「交通事故等の不法行為関係」を例示しており、契約や不法行為の主体は、恋

愛感情の主体と異なり、個人（自然人）に限らないから、「特定の者」に法人

・企業・団体を含めて解釈されるおそれがある。

　仮に、法人・企業・団体は「特定の者」には含まれないとしても、社長への

要求や責任者への抗議は、その個人（自然人）との関係で犯罪とされる可能性

がある。

（４）市民団体・労働組合の上部団体への弾圧の危険性かある

　改正案では、ストーカー規制法と異なり、「常習として」行なった場合の加

重処罰規定がある（第8条第5項）。この常習性について、ある「特定の者」

に対する行為等を「常習として」行なった場合だけではなく、異なる2名以上

の「特定の者」に対する行為等を行なった者でも「常習として」行なったとし

て処罰される可能性がある。また、共犯規定の適用は排除されていないから、

いわゆる「共謀共同正犯」などとして実行者以外の者にも処罰の範囲が拡大さ

れうる。そうすると、改正案が被害者団体などの市民団体や労働組合などの組

織的活動に適用されれば、当該団体・当該組合のみならず、上部団体幹部など

を含めた組織そのものへの弾圧に利用される危険性がある。

3．改正案は規制される行為の範囲を著しく拡大している

（１）「身体の安全」等を害きれる不安を覚えさせるような方法による場合に限

　定きれない

　改正案第5条の2第1号類型は「つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、

住居、勤務先、学校その他その者が通常所在する場所の付近において見張りを

し」又はこれらに「押し掛けること」と規定し、同2号類型は「面会その他の

義務のないことを行うことを　…　要求すること」と規定している。これらの

条項が、社会的運動や報道活動に適用されれば、要請・抗議行動や取材活動の

大半が対象になってしまうことになる。

　ストーカー規制法では、上記類型については、「身体の安全、住居等の平穏

若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよ

うな方法により行われる場合に限る」（同法2条2項）という限定をして、例

えば、物陰に隠れて待ち伏せするなどの場合に限るものとしている。これは、

これらの「行為については、通常人をして相手方の身体の安全、住居等の平穏

若しくは名誉が害され、又は行動の自由等が著しく害される不安を覚えさせる

とまでは評価できないことから、社会通念上、身体の安全、住居等の平穏若し

くは名誉が害され、又は行動の自由等が著しく害される不安を覚えさせるよう

な方法で行われた場合のみをストーカー行為として処罰の対象としたものと考

えられる」（上記檜垣著22頁）とか、「これらの行為には身体の安全などに

対する危害のおそれが小さいものもあり、必ずしも違法とはいいきれないこと

があるため」（上記滝川著16頁）と説明されている。

　ところが、改正案は単に「不安又は迷惑を覚えさせるような行為」とするの

みで（第5条の2柱書）、ストーカー規制法のような「身体の安全」等の確保

と人権の尊重とのバランスという配慮さえ全くなされていないのである。

（2）電話による行為を規制する範囲を著しく拡大している

　改正案同3号類型は「反復して、著しく粗野若しくは乱暴な言語を用いて電

話をかけ、若しくは電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、

反復して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」と

規定している。これも（特に後段は）、社会運動として要請や抗議を繰り返し

たり、取材要請を繰り返したりすれば、適用対象になってしまう。なお、この

類型は、一見ストーカー規制法2条1項5号類型「電話をかけて何も告げず、

又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装

置を用いて送信すること」と同じような規定に見える。

　しかし、そのうち改正案の「反復して」という要件はストーカー規制法2条

2項では一般的に直罰の要件としているので、これを除いて両者を比べると、

改正案は同法と異なり、新たに「著しく粗野若しくは乱暴な言語を用いて電話

をかけ」るという処罰類型を設け、「拒まれたにもかかわらず」の場合に「連

続して」という要件を外していることがわかる。即ち、改正案は同法よりも処

罰の範囲を拡大しているのである。

　ストーカー規制法で「連続して」とは短時間の間に何度も繰り返して行なう

ことをいい1日に1回電話をかけることを何日も繰り返したとしても「連続し

て」とは言えないと解されている（上記檜垣著16頁）。ところが改正案では

「連続して」という要件を外したため1日に1回電話をかけることを「反復し

て」（即ち2回以上）行なっただけで規制される可能性がある。

　また、改正案が新設した「著しく粗野若しくは乱暴な言語を用いて電話をか

け」るという処罰類型は、一見ストーカー規制法2条1項4号類型の「著しく

粗野又は乱暴な言動をすること」のうち電話による場合だけを規制したかのよ

うに見える。しかし、同法4号類型の場合には「身体の安全、住居等の平穏若

しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよう

な方法により行われる場合に限る」（同法2条2項）という限定があるのに対

し、改正案ではこのような限定はない。しかも後記（3）のとおり「反復して」と

いうのは同一号内の行為を「反復して」行なった場合と解される余地があるの

で、不正に対する怒りから1回「乱暴な言語を用いて電話をかけ」、もう1回

別の日に「拒まれたにもかかわらず（丁寧な言語を用いて）電話をかけ」れば

「反復して」改正案の3号類型の行為を行なったとされる可能性がある。

　これでは、上記労働運動・消費者運動・報道活動・市民運動等に当たり、厳

しく抗議したり、粘り強く要請することを、敢えて規制の対象にしていると言

わざるを得ない。

（3）単に「困惑」させる「事項」や「文書」を「知り得る状意に置く」だけで

　規制きれる

　改正案の同４号類型は「反復して、しゅう恥、困惑若しくは嫌悪を覚えさせ

るような事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又は反復して、しゆ

う恥、困惑若しくは嫌悪を覚えさせるような文書、図画その他物品を送付（文

書、図画その他物品を送付し、困惑を覚えさせるような場合を含む。）し、若

しくはその知り得る状態に置くこと」と規定する。これは、一見ストーカー規

制法2条1項6号類型「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を

催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと」と、同法7号類型

「その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」と、同法

8号類型「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置

き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその

知り得る状態に置くこと」を一つの号でまとめて規定したように見える。

　しかし、同法が6号（汚物等の嫌悪物送付）・7号（名誉加害事項告知）・

8号（性的羞恥心加害事項告知・物送付）と相当具体的に3つの類型に規定し

ているのに対し、改正案では、単に「困惑」を覚えさせるような「事項」を告

げたり、知りうる状態に置いたり、単に「困惑」を覚えさせるような「文書」

を送付したり知り得る状態に置くことを処罰しているから、上記労働運動・消

費者運動・報道活動・市民運動等に当たり、抗議や謝罪を求めるシュプレヒコ

ールをしたり、ビラをまいたり、ポスターを貼ったり、質問状を出したりする

行為に警察が介入する危険が大きい。

　また、「しゅう恥を覚えさせるような事項」というのは「その性的羞恥心を

害する事項」よりも広く解される余地があり（例えば、不正を追及されて社会

的に私をかくのも「しゅう恥」であろう）、「嫌悪を覚えさせるような事項」

というのも「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるよ

うな物」よりも明らかに広く規制するものである。

　さらに、ストーカー規制法では、「反復」の対象は同法2条1項各号ごとの

類型を「反復」した場合と解されており（上記檜垣19～20頁）、名誉を害

する事項を1回告知し、汚物等の嫌悪物を1回送付しても、「反復」したこと

にはならない。しかし、改正案では、1回の行為で抗議や謝罪を求めるシュプ

レヒコールをして不正を追及するビラをまけば、「困惑を覚えさせるような事

項を告げ、しゅう恥を覚えさせるような文書を知り得る状態に置いた」として

それで改正案4号類型を「反復」したと解される余地があり、規制の範囲をま

すます拡大するものといえる。

（4）「反復」を要件にしても濫用は防止できない

　改正案は、上記「地域社会等における関係」などに起因する「悪意の感情」

等を充足する目的でなされる一定の困惑させる行為等を「反復して」行なった

ときに刑罰で処罰するものとされている。

　しかし、「反復して」を複数回（2回以上）行なうことと解せば、警告違反

や禁止命令違反等を処罰の要件としているわけではないから、例えば一度面会

要求を受けた者が警察に通報すれば、再度の訪問の際に待機していた警察官に

「面会を反復して要求した」として、その場で現行犯逮捕されることも起こり

うるのである。

4．改正案には「濫用禁止」規定かない

　改正案で規制しようとする「つきまとい行為等」は、これまで述べてきたと

おり、労働組合運動・消費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等の正当

な行為として日常頻繁に行なわれるものと外形的には区別しにくいものである

ことから、警察権力が法律を濫用して国民の基本的人権を侵害することがない

ようにしなければならない。

　そこで、ストーカー規制法では「この法律の適用に当たっては、国民の権利

を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のため

にこれを濫用するようなことがあってはならない。」（同法16条）と規定し

ている。また、迷惑防止条例と同様に日常の市民生活に起因する様々な行為を

規制している軽犯罪法も、ストーカー規制法16条と全く同文の濫用禁止規定

（4条）を置いている。

　ところが、迷惑防止条例にも、改正案にも、このような濫用禁止規定が設け

られていない。このことは、取り締まる側の、国民の基本的人権に対する配慮

の無さを端的に物語っているといえるのであり、それだけに上記のような濫用

の危険性はいっそう大きいと言わなければならない。

5．改正案は法律よりも重く処罰している

　ストーカー規制法では、禁止命令違反と重なっている場合を除き、ストーカ

ー行為をした者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ（同法

13条1項）、しかも親告罪とされている（同条2項）。この法定刑について

は、「ストーカー行為は、基本的には軽犯罪法で処罰の対象となっている行為

よりも悪性が強く、刑法で規定されている犯罪よりも悪性の軽いものと考えら

れる。そこで、これらを勘案して、このような法定刑としたのであろう」（上

記檜垣80頁）とされている。従って、仮に同法で取り締まることができない

行為（同法が処罰の対象としていない行為）を条例で規制することが適法であ

るとしても、条例の罰則が同法の罰則を越えることは、やはり違法となり得る

と言わなければならない。

　ところが、改正案は、単純違反は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で

あるが（第8条第1項第3号）、上記のとおり、「常習」加重規定があり、こ

の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされ（第8条第5項）

懲役刑において法律よりも重く処罰しており、違法の疑いがある。

　しかも、もともと単純「つきまとい行為等」自体、上記のとおり改正案の各

号の類型毎に「反復して」（2回以上）なされることを要件としていると解さ

れる余地があるが、「常習として」第5条の2の規定に違反するという場合に

改正案1号から4号に類型化された行為毎に判断するのか、それとも例えば2

号類型の行為と4号類型の行為を「反復して」行なったが「常習として」行な

つてはいない場合にも、2号類型と4号尊型を合わせて「常習として」行なっ

たと判断されることがあるのか明らかではない。仮に後者とすれば、2回面会

を求め（2号類型1回）、その際に（2回）ビラをまけば（4号類型1回）、

それだけで「常習として」「つきまとい行為等」を行なったとされる可能性が

ある。これでは、上記労働運動・消費者運動・市民運動等に伴う2回目以降の

要請・抗議行動が常に「常習」処罰の対象にされかねない．

6．警視総監等の「援助」は労働紛争等の－方当事者への加担となりうる

　改正案第9条は「警視総監又は警察署長は、第5条の2の規定に違反する行

為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止又は

当該被害の回復を図るため、援助を受けたい旨の申出があったときは、東京都

公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助

を行うことができる。」と規定している。

　この規定が市民運動や労働運動に適用されると、例えば労働組合から不当解

雇の撤回を粘り強く求められた使用者が「つきまとい行為等」を受けたとして

警察に「援助」を求めた場合、警察が労働争議の一方当事者である使用者に加

担して「援助」することにより事実上労働組合連動を抑止することになるおそ

れがある。また、前記のとおり、一方当事者の「被害」告知だけで、犯罪がな

いにもかかわらず、諸階層の言論・取材活動に対して、早期に警察が動ける仕

組みになっているのである。

7．改正案は違法・違憲である

　憲法94条は「法律の範囲内で」条例制定権を認めている。最高裁はいわゆ

る徳島市公安条例事件において「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者

の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及

び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなけ

ればならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の

規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項に

ついていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解さ

れるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反すること

となりうる」（最大判昭50．9．10刑集29－8－489）と判示している。

そこで、ストーカー規制法が規制される行為の目的を限定したのは、上記

のとおり国民の権利を不当に侵害しないように最小限の規制としたものである

から、それ以外の目的の行為については、敢えて「いかなる規制をも施すこと

なく放置すべきものとする趣旨である」ということができ、これを越えて国民

の人権を侵害するような条例は違法となりうる。実際、同法は「地方公共団体

の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当

該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うもの

とする」（附則2項）との経過規定を定めている。同法の立法目的や同附則2

項の明文の定めからして、これまで述べてきたとおり、労働組合運動・消費者

運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等に警察が介入して国民の基本的人権

を侵害するおそれがあり、同法よりも著しく広範に国民の行為を規制し、その

罰則が法律の罰則を越えることになる本件改正案は、違法・違憲と言わなけれ

ばならない。

8．改正案のその他の問題点

（1）「ピンクビラの新たな規制」

　「ビラ」という表現手段・宣伝手段を規制するものであるから、表現の自由

・国民の知る権利の保障（憲法21条）や営業活動の自由（憲法22条1項・

29条1項）などを侵害するおそれがないか慎重に検討しなければならない。

軽犯罪法1条33号「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、…こ

れらの工作物若しくは標示物を汚した者」、風営法施行条例11条の2（店舗

型性風俗特殊営業等の広告又は宣伝を制限すべき地域）、デートクラブ条例9

条（広告及び宣伝の規制）などの現行規制では取り締まれないほどの「立法事

実の存在」があるのか慎重に判断する必要がある。

　懇談会報告書4頁によれば、「都民の嫌悪感」が保護法益であるとされてい

るが、生命・身体の安全などを保護法益とする場合と異なり「都民の嫌悪感」

を守るために表現の自由・国民の知る権利の保障・営業活動の自由といった憲

法上の権利を罰則をもって制限する必要があるのか疑問がある。また、「性的

好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵」云々という「ピン

クビラ」の定義規定で、貧しい若手写真家・画家が裸婦を撮影したり描いた写

真展・美術展の案内ビラを通行人に配布する行為などが除外できるかなどの疑

問もある。

（2）「盗撮行為の重罰化」

　改正案は「盗撮行為」を「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、

人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」の

うち、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を掘影した」行為として、

加重処罰（第8条第2項）している。これは、相手方に知られないように密か

に撮影する一定の行為を、プライバシー保護の観点から規制しようとするもの

と考えられる。

　しかし、マスコミ等の報道活動や離婚裁判などの調査活動に伴って外形的に

はそのような撮影行為がなされる場合があり、国民の知る権利（憲法21条）

に由来するマスコミ等の取材活動の自由などを不当に侵害することにならない

か、国民の裁判を受ける権利（憲法32条）の行使を制限することにならない

かなど慎重に検討する必要がある。改正案では、報道機関やフリールポライタ

ーの取材行為や離婚事件の調査活動などを除外することが全く考慮されていな

いのは問題である。

　また、軽犯罪法1条23号「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、

便所その他　人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た

者」、迷惑防止条例5条1項「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物

において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わい

な言動をしてはならない」（常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰

金）、強制わいせつ罪（刑法176条）「十三歳以上の男女に対し、暴行又は

脅迫を用いてわいせつな行為をした者」「十三歳末満の男女に対し、わいせつ

な行為をした者」など現行規制では取り締まれないほどの「立法事実の存在」

を慎重に検討する必要がある。

（3）「落書き行為の新たな規制」

　改正案は、「暴走族」を道路交通法の共同危険行為禁止に違反する行為又は

自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成して道路交通法の信号・

通行区分・最高速度・乗車積載制限・騒音消音器規制などに違反する行為を行

なうことを目的として結成された集団と定義し、公衆の目に触れるような工作

物に対し、ペイント等を用いて、暴走族の組織名や暴走族が自己を示すために

用いる図形で、人に不安を覚えさせるような表示を禁止している。

　この規定は、団体規制ではなく行為規制であるような体裁をとっているが、

暴走族であると警察から睨まれた団体に対する規制という実質を有しており、

憲法上の結社の自由（憲法21条）や平等原則（同14条。仮に「暴走族」の

「落書き」だけ違法とすることは法の下の平等に反することになろう）に照ら

して、誰が「暴走族」と認定するのか、その「認定」を受けたことが当該団体

にどのように知らされるのか、その「認定」を争う手段があるのかなど、慎重

に検討する必要がある。また、憲法21条の保障する表現行為（特に政治的な

表現行為）が「落書き」の名の下に不当に制限されることがないように、慎重

に判断する必要がある。

　さらに、軽犯罪法1条33号「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札

をし、…これらの工作物若しくは標示物を汚した者」、建造物等損壊罪（刑法

260条）「他人の建造物又は艦船を損壊した者」、器物損壊罪（刑法261

条）「他人の物を損壊し又は傷害した者」など現行規制では取り締まれないほ

どの「立法事実の存在」を慎重に検討する必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

市民運動・労働運動・報道活動などに警察か介入する

迷惑防止条例「改正」案に反対する
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